
財団法人大分県社会保険協会役員報酬規程  

 

（目的）  

第１条  こ の規程 は、財団法人大 分 県社会保険 協会（ 以下「協会」と

いう。）寄附 行為第 ７条に規定 する常 勤の役員（以下「役 員」と

いう。） の報酬に 関 する事項を 定める ことを目的 とする 。  

 

（役員の報 酬）  

第２条  役 員の報 酬は、次の とおり とする。  

（１）専務 理事  

 年 額 8 ,000,000 円の範囲内で 支給す る。  

 （２）常務 理事  

年 額 7 ,500,000 円の範囲内で 支給す る。  

 ２  会 長 は、 施 設 の業 績 や 他施 設 の 事情 を 勘 案し 前 項 で規 定 した

範 囲 内 で 俸 給 の 額 を 増 額 又 は 減 額 す る こ と が で き る も の と す

る 。  

第３条  役 員報酬 の支払  

    職 員給与 規程第４条 及び第 ６条、第７条の 規程 を準用し各 月

に分割し支 払うも のとする。   

 

 

附則  

この規程は 、平成 １ ８ 年  ４ 月  １ 日より施行 する。  

 

 

 



財団法人大分県社会保険協会役員退職手当支給規程  

 

（目的）  

第１条  こ の規程 は、財団法人大 分 県社会保険 協会（ 以下「協会」と

い う 。） 寄 附 行 為 第 ７ 条 に 規 定 す る 常 勤 の 役 員 （ 以 下 「 役 員 」

と い う 。） に 対 す る 退 職 手 当 の 支 給 に 関 す る 事 項 を 定 め る こ と

を目的とす る。  

 

（支給の対 象）  

第２条  退 職手当 は役員が退 職し、又 は解任され た場合 にその者（死

亡による退 職の場 合は、職員退職 手当 支給規定第 3 条を 準用す

る）に支給 する。  

２  前項の 規定に かかわらず、当該退 職又は解任 が禁固 以上の刑

による処分 の場合 は、この手 当ては 支給しない 。  

３  在任期 間が１ 年に満たな い者に は支給しな い。  

 

（退職手当 の額）  

第３条  退 職手当 の額は、退職の 日に おける役員 報酬年 額を１６で 除

して得た額 に在職 年数を乗じ て得た 額とする。  

 

（実施に関 し必要 な事項）  

第４条  こ の規程 の実施に関 し必要 な事項は、協会 職員 退職手当規 程

の例に準ず るもの とする。  

附則  

この規程は 、平成 １５年  ４ 月  １ 日より施行 する。  


